特許共同出願契約書（案）
学校法人大阪医科薬科大学（以下「甲」という。）と●●●●●●●（以下「乙」という。）は、甲及び乙に属する発明者が共同で行った第１条記載の発明（以下「本発明」という。）の特許共同出願（以下「本出願」という。）及びその権利の保全について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
（本発明及び発明者）

第１条　本契約の対象となる本発明は、次のとおりである。

発明の名称：

甲の整理番号： 

乙の整理番号：
（権利の帰属及び持分）

第２条　甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権（以下「本特許権等」という。）が自己に帰属していることを保証する。

２　甲及び乙は、本特許権等を共有するものとし、その持分は、甲●％、乙●％とする。

（出願等）

第３条　甲及び乙は、本発明を共同で特許出願する。

２　甲及び乙は、外国出願も含めて、本出願を基礎とする優先権主張出願を行うに当たっては、その要否について協議して決定する。

３　甲又は乙のいずれかが外国出願の出願人とならない場合は、その国については相手方が自己の裁量及び費用で出願し、出願した当事者のみが権利を取得することができる。

４　本契約の各条項は、優先権主張出願、分割出願その他の本発明に係るすべての出願においても準用する。
（権利の譲渡）

第４条　甲又は乙は、相手方の書面（電磁的方法を含む。以下同じ。）による事前の同意を得た上で、本特許権等の自己の持分の全部又は一部を相手方又は秘密保持義務を課した第三者に譲渡することができる。
（権利の放棄）

第５条　甲及び乙は、本特許権等の自己の持分を放棄する場合は、９０日前に相手方に書面により通知しなければならない。

２　前項により甲又は乙が本特許権等の自己の持分を放棄した場合は、放棄した持分は、相手方が無償でこれを承継することができる。この場合、放棄した当事者は、当該承継人が自己負担で行う当該承継に必要な出願人名義変更等の手続に協力する。
（手続及び費用）

第６条　本出願及びこれに付随する手続並びに本特許権等の維持保全の手続は、甲及び乙が協議の上決定した当事者（以下「本実施者」という。）がこれを行う。

２　本実施者は、審査請求を行うとき、拒絶理由通知を受けたとき、その他甲乙協議の上、手続することが適当と認められるときは、相手方の同意を得て対応する。

３　甲及び乙は、前２項の手続に要する出願費、特許料等（出願料、審査請求料、年金、外国出願費用、翻訳費用、異議申立・無効審判対応費用を含む）の費用を持分に応じて負担し、費用未払い時には、甲乙協議のうえ、手続停止または持分調整を行うことができる。
（通　知）

第７条　本実施者は、前条第１項における手続の経過をその都度遅滞なく相手方に通知するものとする。ただし、乙が特許庁又は甲の代理人から直接通知を受領している場合はこの限りではない。
（第三者に対する実施許諾）

第８条　甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第三者に対し、予め書面で定めた許諾条件（独占・非独占、サブライセンスの可否、及びライセンス料算定方法）に基づき本特許権等の実施を許諾することができる。
２　甲及び乙は、前項の実施許諾業務を技術移転機関等に委託することができる。

３　甲及び乙は、本特許権等を第三者に実施許諾した場合は、かかる実施許諾により当該第三者から得られる実施料を、実施許諾に要した支払が必要な経費（前項の技術移転機関等に対する報酬を含む。）を控除した上で、第２条第２項、第３条第３項、第４条及び第５条第２項に基づいて保有する権利の割合（以下「権利割合」という。）に応じて配分する。
（第三者との紛争等）

第９条　甲及び乙は、本特許権等に関連して、①第三者から特許異議の申立て、無効の審判、判定請求を提起された場合、②訂正審判請求及び訂正請求を行う場合、③第三者との間に紛争（侵害訴訟や確認訴訟を含むが、これに限られない。）が生じた場合は、互いに協力してこれに対処する。

２　前項に要する費用は、甲及び乙が紛争の対象となっている当該特許権等において保有する持分に応じて負担する。

３　第1項の規定に基づき行われた措置により得られた賠償金及び和解金等一切の金銭（名目を問わない）は、甲及び乙が負担した前項の費用を控除した上で、対象となった当該特許権等の権利割合に応じて配分する。
（秘密保持）

第１０条　甲及び乙は、本出願において、秘密である旨が明示されて、相手方から開示を受け、又は、知得した一切の情報について、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

　（１）開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報

　（２）開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報

　（３）開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報

　（４）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報

　（５）相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報

　（６）書面により事前に相手方の同意を得た情報

２　前項にかかわらず、甲又は乙は、第８条第１項に従って本発明を第三者に実施許諾しようとする場合は、前項の義務と同様の義務を課した秘密保持契約を締結した上で、当該第三者及び甲又は乙が委託する技術移転機関等に本発明を開示することができる。
３　本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物（以下「記録媒体等」という。）は、本契約の終了など不要となった場合又は相手方から請求がある場合には、直ちに記録媒体等を返還するか、破棄したうえでその旨を相手方に通知するものとする。

４　前項に定める場合において、記録媒体等がサーバー等であって、返還も破棄も出来ないときは、秘密情報を消去するとともに、消去した後その旨を相手方に書面にて報告するものとする。

５　秘密情報が第三者に漏洩した場合又はそのおそれが高くなった場合、直ちに相手方に漏洩に関する状況を報告し、相手方の指示に従って必要な対応を行う。
（処分の禁止）

第１１条　甲及び乙は、相手方の同意を得ることなく、本特許権等についての自己の持ち分を第三者に譲渡し、又は、担保に提供すること（質権の設定も含むが、これに限られない。）はできない。
２　甲及び乙は、事前の書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対して、本契約上の地位を承継させ、又は、本契約に関する権利義務の全部、又は、一部を引き受けさせ、若しくは、担保に供することはできない。
（派生出願）
第１２条　甲又は乙が、本発明に関する分割出願や優先権主張出願等の派生出願を希望する場合、その可否及び権利の持分等諸条件については、甲乙協議を行うものとし、協議不調の場合は、単独出願の可否及び条件を別途定める。

（違反条項）
第１３条　甲又は乙が本契約に違反した場合、相手方は是正を催告し、30日以内に是正されない場合は契約を解除できる。
２　前項の場合において、損害賠償の範囲は直接損害及び合理的な費用を含むものとする。
（発明者補償）

第１４条　甲及び乙は、本発明の発明者に対する補償をそれぞれ自己に属する発明者に対してのみ、各々所定の規則等の取決めに基づき行うものとし、いかなる場合も相手方に属する発明者に対して補償する義務を負わない。

（契約有効期間）

第１５条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から、本特許権等の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当するときは、その該当する日に終了し、第10条の義務に限りその後5年間存続する。
　（１）本出願のすべてについて取下げたとき、又は拒絶の査定若しくは審決（外国出願においてはこれらに相当する決定・審判・判決等）が確定したとき。
（２）本特許権等の無効の審決（外国出願においてはこれに相当する決定・審判・判決等）が確定したとき。
　（３）甲又は乙が自己の持分のすべてを譲渡し、又は放棄したとき。
（協　議）

第１６条　本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定める。
（紛争の解決、準拠法及び裁判管轄）

第１７条　本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。

２　本契約又はその条項に関連し、甲乙間での相違、紛争が発生した場合は、甲及び乙は信義誠実の原則に従い、相互の協議によりこれを解決する。

３　甲及び乙は、本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合は、日本知的財産仲裁センターに調停（当事者の合意があるときは仲裁）を申し立てるものとする。

４　本契約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は、被告の主たる所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の締結を証するため、契約書正本２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管する。
年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　　大阪府高槻市大学町２番７号
学校法人大阪医科薬科大学
理事長　　　佐野　浩一　　　印
（乙）　　（住所）
（機関名）
（代表者名）　　　　　　　印
※以下は実際に使用する契約書からは削除して下さい。
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